
※スマートＩＣ（スマートインターチェンジ）とは・・・？
→ＥＴＣ車載器を設置している車両専用のインターチェンジで、開放時間と車種の制限はありません。

次の条件を全て満たす人が助成対象となります。
①町に住民登録を有する者及び町内に事務所または事業所を有する法人

③町税等を滞納していないもの
④過去にこの要綱による補助金を受けたことがないもの

①車両１台当たり５，０００円を上限に助成します。
②助成する台数は、個人は１人当たり１台、法人は１法人当たり３台を限度とします。
③予算が無くなり次第、終了します。

①補助申請前に購入およびセットアップしたもの
②中古品の設置
③既に取り付けているＥＴＣ車載器の新品への交換

⑤ＥＴＣ車載器の購入のみを行った場合や、セットアップのみを行った場合
⑥インターネット、個人間取引のＥＴＣ車載器売買

申請窓口およびお問い合わせ先：門川町役場　建設課（☎６３－１１４０）

②ＥＴＣ車載器を設置する車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の使用者として記載されて
あいる氏名及び名称と補助金の交付を受けようとするものの氏名及び名称が同一であるもの

  平成２８年度の申請受付開始日：平成２８年６月１日（申請場所：門川町役場 建設課）

　門川町は、平成２８年度中の供用開始を目指して、西日本高速道路㈱や宮崎県とともに、門川
南スマートＩＣの整備を進めています。
　門川南スマートＩＣの利用を促進し、地域の活性化と交流促進を図るため、ＥＴＣ車載器を新
たに購入してＥＴＣを利用する人および事業所に対して経費の一部を助成します。

新 規 に Ｅ Ｔ Ｃ 車 載 器 を 設 置 す る 場 合 に、
設 置 費 用 の 一 部 を 助 成 し ま す

④所有するＥＴＣ車載器設置車両の更新に合わせてＥＴＣ車載器も新品へ
あ更新したもの。
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【注意】対象とならないもの


